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１ 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年８月26日に提出いたしました第18期（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）内部統制報告書の記載事

項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。

　

２ 【訂正事項】

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　

３ 【訂正箇所】

１.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

2024年８月26日

 
２.訂正の理由

内部統制報告書の「２　評価の範囲、基準日及び評価手続きに関する事項」の記載事項に誤りがあることから訂

正することといたしました。

 
３.訂正の箇所及び訂正の内容

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 
（訂正前）

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは単一事業であるため、当社グループ全体を

「重要な事業拠点」として評価の範囲としております。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上、売掛金、棚卸資産、

人件費及び経費に至る業務プロセスを評価の対象としました。

 
（訂正後）

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、売上高を指標として、当社全体を「重要な事業拠点」とし

て選定しました。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上、売掛金、棚卸資産に

至る業務プロセスを評価の対象としました。

 
以上
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